
平成３０年度 帯広市立明和小学校

いじめ防止基本方針

Ⅰ 目 的 いかなる理由があってもいじめを行ってはならない。このことを児童

はもとよりだれもが自らのこととして受け止め、未然防止・早期発見・

早期解消など適切に対処することにより、児童が健やかに成長できる学

校教育を推進する。

Ⅱ いじめの定義

いじめとは、児童に対し、本校に在籍している当該児童生徒と一

定の人間関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感

じているものをいう。

◇「行為」とは、

・ 「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的にかかわるもの

ではないが、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含む。

・ 身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、物を隠されたりする

ことなども含む。

・ インターネットを通じて行われるものも含む。

・ けんかやふざけ合いであっても見えないところで被害が発生して

いる場合があるため、背景にある事情を調査し、いじめかどうか判

断する場合もある。

Ⅲ 基本理念

１．撲滅 １．いじめの撲滅

いじめは、どの児童にも生じ得るものであるとの認識のもと、全

教職員が教科、道徳、特別活動など全ての教育活動及び、ＰＴＡ・

地域行事等においてもその撲滅に徹する。

２．指導・理解 ２．いじめの指導と児童の理解

全教職員が情報の共有・指導に努め、いじめを行わない。いじめ

には荷担（はやし立てる等）しない。いじめを放置しないなど、い

じめ防止対策に対する児童の理解を徹底させる。

３．克服 ３．いじめ克服に向けた取り組み

いじめを受けた（受けている）児童の生命及び心身の保護を最重

要課題とし、学校、家庭、地域、関係機関その他の協力による組織

的・人的連携をもとに、社会全体で、いじめを克服する。

Ⅳ未然防止早期発見

１．未然防止 １．いじめの未然防止・早期発見のための取り組み

（１）未然防止

① 積極的な生徒指導、生徒指導の機能した授業、道徳教育及び、

個別指導等で、一人ひとりにいじめ撲滅の意識、考えを醸成する。

② 学級指導、児童会活動、特別活動等を通じて、いじめ撲滅の意

識、行動規範を備えた集団を育成する。

２．把握・早期発見 ２．いじめの把握・早期発見のために

① 教師による日常の観察及びアンケート調査の実施

② 心のサインをキャッチするための教育相談・面談の実施

３．早期解消 ３．発見した場合は、当該児童を徹底して守り、早期解消に努める。

４．保護者の責務 ４．保護者は子の教育に第一義的責任を有するものであり、いじめを行



うことのないよう規範意識、倫理観を養うとともに、いじめを受けた

場合は、当該児童を保護するため、学校等と協力するよう努める。

５．外部との連携 ５．スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど外部関係

機関との連携、活用を推進する。

Ⅴ 対応

１．研修・指導 １．校内研修及び日常指導について

（１） 全教職員を対象とした校内研修や職員会議等での資料提示、

全教職員でいじめに対する正しい認識を持つ

※外部講師の招聘、ストレスコントロール研修 等

（２） 危機感の共有、小さなサインを見逃さない校内体制の構築

（３） 「つく指導」の徹底し、児童へ安心感を与える。

２．校内環境 ２．校内環境作り

いじめが起きにくい環境、ストレスを生まない環境作り。

３．計画 ３．学年学級経営案、年間指導計画に位置付いた指導の充実

（１） 経営案に組み入れ、計画的、組織的な指導を徹底する。

（２） 道徳の時間や学級活動等の年間計画に位置づけ内面化を図る。

① 「いじめ根絶」のための計画的指導

② 「生命の尊さ」を大切にする指導

③ 多様な価値観・異文化などを理解させる指導の充実

４．理解・支援 ４．児童理解と個別支援

（１） 「子ども理解支援ツール ほっと」等の活用

（２） 日常観察重視、小さなサインへを見逃さない指導の徹底

（３） 生徒指導の機能した授業実践と共感的理解の徹底。

（４） 生徒指導等、教職員研修の推進。

５．児童会 ５．児童会の取り組み

（１） 児童自らの積極的行動を支援、推進させる。

（２） いじめ撲滅の自主的、具体的取組を推進する。

（３） 児童総会及び各種集会、学年集会の活用。

６．相談 ６．相談体制の充実及び相談員等との連携

（１） 「心の教室相談員や家庭訪問相談員、スクールソーシャルワ

ーカー、スクールカウンセラー」等の相談窓口の周知、活用。

（２） 市教育委員会、関係機関との連携、校内の相談体制の充実。

７．学校評価 ７．学校評価

学校評価に「いじめの防止」等に関する取組項目を設定するなど、

学校として定期的な意識向上と、取組の不断の見直しを行う。

８．教職員意識 ８．教職員の意識

（１） 児童個々を生かし、生徒指導の機能した授業を実践する。

（２） 積極的な生徒指導を充実させ、指導の徹底を図る。

９．年間計画 ９．年間計画の策定

取組の検証・調査実施時期、会議の開催時期、校内研修開催時期

を明確にする。

１０．情報発信等 １０．児童や保護者・地域に対する情報発信と意識啓発に努める。

（１）「学校いじめ防止基本方針」を確認、発信する。

（２）学校HPや便り等を利用し、方針の公表、情報発信に努める。

（３）必要に応じて、意識啓発のための取り組みや意見聴取を行う。

１１．犯罪的行為 １１．犯罪的行為であると考えられる場合

（１） 教育委員会への報告、

（２） 教育委員会と連携し、関係機関(警察等)と組織的に対応する。

１２．重大事案 １２．重大事案への対処 ◇国が示したフローチャートによる

（１）重大事案とは、生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑い



や相当期間学校を欠席することを余儀なくされる疑いがある場合。

（２） 帯広市教育委員会に速やかに報告し、対処について協議する。

（３） 組織的に調査し、保護者等に必要な情報を適切に提供する。

(４) 専門家との連携、組織内での効果的活用

１３．記録 １３．常に記録化に留意する。 教頭・教務主任・事務職員などを担当者とし、全て記録する。

１４．問題発生時 １４．問題発生時の取組

（１）基本対応 （１）基本的な対応

① いじめ防止対策委員会を中心に組織的、速やかに対応する。

② 何よりも被害者を守るという共通認識に徹する。

③ 加害者に対しても自らの行動を振り返らせ、豊かな人間関係や

健やかな心の育成を図るため、粘り強く教育的な指導を行う。

④ プライバシーに配慮し、教育委員会など外部組織との連携、情

報共有を速やかに行う。

（２）確認１ （２）いじめを認知した場合

初期対応 ① 事実確認

ア、関係児童の事情聴取、実態把握。

イ、教育委員会への一報・相談・支援依頼

② 速やかな「いじめ防止対策委員会」の開催及び対応協議

ア、第１に被害者を守る視点に立ち、学校組織で対応

イ、いじめを受けた児童の対応 対策決定→実施→状況把握

ウ、いじめを行った児童の対応 対策決定→実施→状況把握

③ 関係児童、学級・学年及び保護者（ＰＴＡ役員）への説明

④ 関係児童を含めた全体指導

⑤ 当該児童及び関係児童の心身ケア

（３）確認２ （３）事実確認が容易でない場合

① 個別聞き取り及び全体聞き取り・指導

② 保護者との連携・確認、協力依頼

→具体策実施（臨時アンケート・教育相談等迅速な状況把握）

（４）被害児童対応 （４）いじめを受けた児童 ※重大事案は別途対応

教室に入れないなどの状況に応じた学習サポート、心理カウンセ

リングなどの児童や保護者に則した具体的方策の実行

（５）加害児童 （５）いじめを行った児童に対して

① 事実認識を行い、いじめの問題性を繰り返し指導すると共に、

内面に則した対応を進める。

② 傍観者となり得る児童に対する個別、学級・学年指導

（６）保護者対応 （６）保護者に対しては、

① いじめを受けた児童の保護者

ア、いじめの解決に向けた学校の取り組み等の情報提供

イ、学校指導・対応への理解と協力依頼。保護者のメンタルケア

② いじめを行った児童の保護者

ア、いじめの定義を含め学校の指導に対する理解を得る。

イ、家庭での指導に対する支援、助言。保護者のメンタルケア

（７） 公表 （７） 公表

① 関係保護者への公表

ア、事実確認が行われた事柄についての公表。

イ、教職員への内容の事前周知、内容の関係者・保護者承諾

② 全体公表

ア、 公表内容の確認、教育委員会への報告

イ、 学級、学年、全校など必要に応じた説明会の開催

・ 説明者、出席者、役割分担を明確にする。



・ 隠蔽せず、正確に調査し、未確認事項等が無いことなど

内容を確認する。

ウ、 公表、マスコミその他への対応等事前確認

Ⅵ 対策委員会 ◇いじめ防止対策委員会を中心とし、組織的に取り組む。

１．開催 １．開催について

（１） 未然防止・早期発見・早期解消を実効的に行うため、定例

会議の開催等積極的な活動及び評価・改善を行う。

（２） 必要に応じて緊急時（いじめ確認時等）に開催する。

（３） 委員会は校長が招集する。

２．構成員 ２． 構成員について

（１）基本構成員

校長、教頭、コーディネーター２名、学年代表、養護教諭、

指導部担当、特支３名、担外１、関係担任とする。

（２）随時構成員

関係する教員（必要数）、市教委・関係機関者

Ⅶ いじめ防止対策委員会活動図

・研修 ・教育委員会

未 ・校内体制等の調査・検証・改善 ・外部教育機関

然 ・アンケート、教育相談実施 ・警察、児相

防 定例会議 ・児童実態把握 連携 ・病院等ｰ

止

発見 いじめ防止対策委員会 通報

い 報告 校長・教頭・コーディネーター・学年代表 連絡 いじめ発覚

じ 養護・指導･特支・担任・担外

め （相談員）・（市教委）・（関係機関）

発

生 緊急職員会議 ・保護者

学 報告 ・地域

級 ① 対策委員会開催 ・関係機関

担任 ② 事実確認 ・市教委

学校 ③ 指導・連絡 ・その他

学 ・ 関係児童への一次指導 市教委・必要機関

年 ・ 関係保護者への連絡

担任 ・ 関係機関等との連携 確認

必要事項確認

養

教 ④ 指導 （※１）

・ 関係児童への二次指導 公 表 ・保護者説明

保 ・ 再発防止指導 ・マスコミ対応

護

者 重大事案対応

（※２）

⑤ 校内体制・指導の検討

・ 検証・改善・実践

・ 保護者・地域啓蒙

（※１）内面・継続指導、心身ケアー、カウンセリング、学習サポート、その他



（※２）重大・緊急いじめ対応

・情報収集（アンケート、聞き取り等） ・指導体制の確認（チーム編成、指導方針の決定）

・関係機関との連携（市教委・警察・児相等）

・心のケア（ スクールカウンセラー、ソーシャルワーカー心の教室相談員、市教委教育相談員等）


